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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 前 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

表紙

山梨県
建設コンサルタント業務
総合評価運用ガイドライン（案）

２０２５年１２月

山梨県 県土整備部

表紙

山梨県
建設コンサルタント業務
総合評価運用ガイドライン（案）

２０２６年４月

山梨県 県土整備部

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ１３、１４）※土木（Ｐ１３、１４）※土木

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ１４）※土木（Ｐ１４）※建築

（赤字部は改定箇所）



山梨県

4

山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ１５）※簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ１７）※簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選なし

（Ｐ１５）※簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ１７）※簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選なし

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ２９）※特別簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ３０）※特別簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選なし

（Ｐ２９）※特別簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ３０）※特別簡易型（１）技術評価（土木）①企業の評価 本店選なし

（赤字部は改定箇所）



山梨県

6

山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ１９）※簡易型（１）技術評価（土木）②技術者の評価

（Ｐ３２）※特別簡易型（１）技術評価（土木）②技術者の評価

（Ｐ１９）※簡易型（１）技術評価（土木）②技術者の評価

（Ｐ３２）※特別簡易型（１）技術評価（土木）②技術者の評価

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ２２）※簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ２４）※簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選なし

（Ｐ２２）※簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ２４）※簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選なし

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ３４）※特別簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ３６）※特別簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選なし

（Ｐ３４）※特別簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選択あり

（Ｐ３６）※特別簡易型（１）技術評価（建築）①企業の評価 本店選なし

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ２６）※簡易型（１）技術評価（建築）②技術者の評価

（Ｐ３８）※特別簡易型（１）技術評価（建築）②技術者の評価

（Ｐ２６）※簡易型（１）技術評価（建築）②技術者の評価

（Ｐ３８）※特別簡易型（１）技術評価（建築）②技術者の評価

（赤字部は改定箇所）
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山梨県建設コンサルタント業務総合評価運用ガイドライン改定新旧対照表

改 定 後 R7.12.2改 定 後 R8.4.1

（Ｐ４１）

附則
１.本ガイドラインは令和２年４月１日から適用する。
２．令和２年５月１日 一部改正（コロナによるCPD期間拡大）
３．令和３年４月１日 一部改定（コロナによるCPD期間拡大など）
４．令和４年４月１日 一部改定（発注機関一覧表の改定など）
５．令和５年４月１日 一部改定（建築 技術者資格の評価基準改定など）
６．令和６年４月１日 一部改定（｢成績評定点（建築）｣の評価対象期間の変更、

コロナによるCPDの暫定措置解除など）
７．令和７年４月１日 一部改定（マイナ保険証移行）
８．令和７年１２月２日 一部改定（健康保険被保険者証廃止）

（Ｐ４１）

附則
１.本ガイドラインは令和２年４月１日から適用する。
２．令和２年５月１日 一部改正（コロナによるCPD期間拡大）
３．令和３年４月１日 一部改定（コロナによるCPD期間拡大など）
４．令和４年４月１日 一部改定（発注機関一覧表の改定など）
５．令和５年４月１日 一部改定（建築 技術者資格の評価基準改定など）
６．令和６年４月１日 一部改定（｢成績評定点（建築）｣の評価対象期間の変更、

コロナによるCPDの暫定措置解除など）
７．令和７年４月１日 一部改定（マイナ保険証移行）
８．令和７年１２月２日 一部改定（健康保険被保険者証廃止）
９．令和８年４月１日 一部改定（評価期間及び評価基準日一覧表）

（赤字部は改定箇所）


